
2020年11月19日

メーカー 日　産 ホンダ マツダ スバル

担当支部 委員長による実施例 東支部 北大阪支部 北摂支部

商品名・プラン 日産カーライフ保険プラン Honda自動車保険あんしんプラン マツダ自動車保険スカイプラス ＳＵＢＡＲＵ自動車保険プラン

①NIMプレミアムサービス ①基本補償 マツダ自動車保険スカイプラス ①オリジナル修理サービス

②スーパー・スモールリペアサービス ②Honda車新車特別補償 ②距離無制限レッカーサービス

③事故現場かけつけサポート/アクシデントロードサポート ③Honda車新車特別補償「プレミア補償」 ③アイサイトプラス

サービス費用 無料 無料 無料 無料

サービス条件 販売会社指定の自動車保険に加入 Honda販売会社が指定する自動車保険に加入 マツダ自動車保険スカイプラス取扱販売店にて自動車保険加入 販売店が指定する年間保険料15,000円以上の3年長期自動車保険加入

自家用8車種 マツダ車 ①②自家用8車種＋営業用軽四輪貨物車

自普乗、自小乗、自軽四乗、自軽四貨、自小貨、自普貨(0.5ｔ以下）、 自家用８車種 自小乗・自普乗・自軽四乗 ③ｱｲｻｲﾄ搭載車（自家用8車種）

自普貨（0.5ｔ超2.0ｔ以下）、特種（キャンピング車）

対象メーカー 全メーカー（①は日産先進技術搭載車に限る） 全メーカー（②③はHonda車新車に限る） マツダ販売店で購入のマツダ車のみ 全メーカー（①②③はSUBARU車に限る） 

サービス期間 ①NIMプレミアムサービス…初度登録から3年 ・対象任意自動車保険の保険開始日から保険満了日まで。 初度登録から3年以内 ・自動車保険の保険開始日から保険満了日まで

②スーパー・スモールリペアサービス…初度登録から5年 ・保険期間が満了し、継続しなかった場合は補償なし。 ・保険期間が満了し、継続しなかった場合は補償なし

③事故現場かけつけサポート/アクシデントロードサポート…自動車保険期間

①NIMプレミアムサービス…いづれか１つ/1年1回 対象となる任意自動車保険保険開始から保険年度１年間 初度登録日から1年毎に1回が限度（1事故・1損傷箇所） 対象期間中、年1回限度（長期契約場合保険年度ごと1回）

②スーパー・スモールリペアサービス…いづれか1つ/1年1回 につき1回の事故に限る。

③事故現場かけつけサポート/アクシデントロードサポート…1年1回 ①②③の補償種類のうち１保険年度中にいずれか1回のみ。

①NIMプレミアムサービス ①基本補償 自家用小型乗用車と自家用普通乗用車 ①オリジナル修理サービス

・ドアミラー交換…最大50,000円（自己負担5,000円） ・窓ガラス単独損傷（飛び石などによる損傷やキズの損害） ・最大60,000円を補償（自己負担20,000円） ・バンパー修理サービス　

・タイヤ交換…最大20,000円（自己負担2,000円） ・上限30,000円（自己負担1,000円） 自家用軽四輪乗用車 　　　　　最大15,000円（自己負担額5,000円）

・フロントガラス交換…最大100,000円（自己負担10,000円） ②Honda車新車特別補償 ・最大30,000円を補償（自己負担10,000円） ・いたずらによるボディの傷、凹み修理サービス

※日産の先進技術搭載車に限る ・キーシリンダーの損害（盗難・盗難未遂・いたずら等） ※修理金額（税込）が修理限度額を超える場合は対象外 　　　　　最大30,000円（自己負担額5,000円）

②スーパー・スモールリペアサービス 上限30,000円（自己負担1,000円） ※保険期間中にボディリペア（バンパー・ドアミラーは対象） ・タイヤパンク修理サービス

・こすっても安心リペア…最大20,000円（自己負担2,000円） ・落書き損害（人為的に書かれたもの、他物との衝突や走行中に 　損害を被った修理費用を補償 　　　　　最大3,000円（自己負担額なし）

※修理代5万円（税込）以内に限る 発生したものは対象外） ・飛び石による窓ガラス破損修理サービス

※部品交換を必要とする場合サービス対象外 上限30,000円（自己負担1,000円） 　　　　　最大30,000円（自己負担額5,000円）

・いたずら・盗難リペア…最大20,000円（自己負担2,000円） ③Honda車新車特別補償「プレミア補償」 ※アイサイトプラスのフロントガラス交換請求がある＝利用不可

・ガラスリペア…最大20,000円（自己負担2,000円） ・フロントガラスの単独損害 ②距離無制限レッカーサービス

③事故現場かけつけサポート/アクシデントロードサポート 上限100,000円（自己負担1,000円） ・年1回スバル特約店への搬送に限る（年1回のみ）

・事故現場かけつけサポート（24時間/365日） ②③の「新車」とは 　JAFや自動車保険ロードサービスを利用することが条件

　提携業者…JAFまたはALSOK 1．対象任意自動車保険の保険期間が2年未満の場合 ③ｱｲｻｲﾄ搭載車限定（自家用8車種）ｱｲｻｲﾄﾌﾟﾗｽ

　対象地域…日本全国（離島・山間部・私有地等除く） 　　自動車検査証上の初度登録日から２年経過以降の応答月 ･フロントガラス交換サービス(対象期間中1回)

　救急車手配、警察通報状況確認、損害拡大防止措置、 　　末日の午後12時までの対象自動車 　　　　　フロントガラス本体のみ（自己負担額30,000円）

　相手方・目撃者の確認、情報案内 2.　対象任意自動車保険の保険期間が2年以上の場合 　＊付属品等は対象外

・アクシデントロードサービス 　　自動車検査証上の初度登録日から3年経過以降の応答月 ・距離無制限レッカーサービス

　提携業者…JAF他 　　末日の午後12時までの対象自動車 　スバル特約店への搬送に限る（回数無制限）

　対象地域…日本全国 3.　③の「プレミア補償」は、初度登録日から６年経過以降 その他のサービス

　加入の日産販売店まで無料レッカー搬送（距離無制限） 　　の応答月末日午後12時まで。「ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ内の検知装置にて ・安心ほっとライン（24時間）

　※クレーン等の特殊作業は対象外（有料） 　　衝突を回避・軽減す装置」が搭載されている対象自動車 　事故・故障受付、レッカーサービス

　応急修理、ガス欠（ガソリン10ℓ）・電欠対応（レッカー牽引） 　　に限る ・事故現場かけつけサポート

　帰宅サポート（自宅から50㎞以上） 〇その他共通 　故障対象外、高速道路対象外、山間部、離島、私有地一部対象外

　公共交通機関利用（グリーン車等不可）…＠25,000円/8名まで ・修理は、販売会社（Honda Cars)で修理した場合に限る ・アクティブライフサポート

　日産レンタカー、タクシー（本人乗車条件）…25,000円/2台まで ・修理にて実施し、金銭の交付はしない 　メディカルコール（24時間）

　宿泊サポート（自宅から50㎞以上） ・事故発生から30日を経過した後に、事故通知がなされた場合 　アウトドア携行品補償（対象期間中年1回）　　

　1泊を上限…＠20,000円/8名まで 　　　又は修理のために入庫された場合は対象外。 　　　　　最大20,000円（自己負担額5,000円）

　※自動車保険の特約またはロードサービスが優先 ・故意、天災地変による損害は直接間接を問わず対象外 ※アイサイトプラスのフロントガラス交換請求がある＝利用不可

自動車保険補償開始が2020.12.1以降のサービス内容 フロントガラス損害対象外 ※アウトドア携行品補償

　車両搭載中のゴルフ・スキー・スノーボード用品等

　が事故により破損した場合に修理費用を補償

備考

自動車メーカー別スモールリペアサービス一覧表（１／３）

サービス名称

対象車種

サービス利用可能回数

サービス内容



2020年11月19日

メーカー スズキ メルセデスベンツ BMW　Japan　 フォルクスワーゲン

担当支部 京阪支部 船場支部 阿倍野支部 東大阪支部

商品名・プラン スズキ自動車保険　ちょい得プラン メルセデスベンツあんしんプラスα BMW　自動車保険　 フォルクスワーゲンプレミアムケア

①BMW　EXTRACARE（フロントガラス） ①フロントガラス補償

②BMW　EXTRACARE（ドア・ミラー） ②タイヤパンク損害補償

③MS・SJ付帯　レンタカーBMW車優先提供 ③ドアミラー損害補償

サービス費用 無料 無料 無料 無料

サービス条件 スズキ販売店指定の自動車保険に加入 ヤナセで車両を購入し指定の自動車保険に加入（３年契約） 販売会社指定の保険に加入 販売会社指定の自動車保険に加入

スズキ販売店の取り扱い車種全般、新車に限る メルセデスベンツ全車 ①BMWディーラーで購入したすべてのBMW車 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車

②BMWディーラーで購入した初年度登録から5年以内のBMW 他メーカー車（自普乗・自小乗・自軽四乗のみ）は

③MS・SJの代車等費系の特約付帯のBMW車 ②タイヤパンク損害補償のみ付帯

対象メーカー スズキ メルセデスベンツ BMW 全メーカー（①③はフォルクスワーゲン車に限る） 

サービス期間 保険期間初年度１年間 ガラス補償は初度登録から乗ってる間はずっと ①保険期間 ②タイヤパンク損害のみ初度登録から３年間

保険期間が1年超の場合満期まで有効 タイヤ補償は初度登録より３年 ②保険期間（初年度登録から5年以内）

③保険期間

１年間に１回のみ ガラス補償かタイヤ補償１年に１度 ①と②のいずれか保険期間内1回 ①フロントガラス損害②タイヤパンク損害③ドアミラー

③回数制限原則無 損害いずれかの損害に対し、１年間に１回（長期解約の

場合は保険年度ごとに１回かぎり。

バンパーに傷がついてしまった場合　自己負担１,０００円 Fガラス　Rガラス　サイドガラスの破損、上限10万円 ①フロントガラス修理・交換　100,000円まで補償 ①フロントガラス損害補償　

で最大３万円まで修理保証、自損事故、当て逃げ、車両 免責　１万円　修理はヤナセが条件 免責：修理0円　交換10,000円 　期間中１回につき、飛び石等によるフロントガラスの

同士、対人事故でも対応 ②ドアミラー擦り傷破損の損害を50,000円まで補償 　損害の修理費を補償します。

タイヤ補償は１本のみで、標準装着タイプか同等品 免責：5,000円 　補償限度額１００,０００円　自己負担額１０,０００円

上限５万円　免責５千円　修理はヤナセが条件 ③MS・SJ付帯　レンタカーBMW車優先提供

・ＭＳ社のロードサービス特約（自動付帯） ②タイヤパンク損害補償

　またはレンタカー費用特約 　期間中１回（１本）につき、タイヤパンク損害の修理

　ＭＳ社ロードサービス自動付帯（レンタカー費用7000円） 　費を補償します。＊初度登録から３年間

　レンタカー費用（3,000円～20,000円のうち契約金額） 　補償限度額５０,０００円　自己負担額５,０００円

・ＳＪ社の代車等諸費用特約

　ＳＪ社の代車等諸費用特約（5,000円～20,000円のうち契約金額） ③ドアミラー損害補償

契約内容の金額関係なく、契約車両と同等クラスを提供 　期間中１回につき、偶然な事故によるドアミラー損害

その他サービス 　の修理費を補償します。

・認定中古車提供サービス 　＊原因が落書き・いたずらの場合は、警察への被害届

　購入から1年以内に全損→同等クラス中古車提供 　　の提出が必要です。

・新車提供サービス 　補償限度額５０,０００円　自己負担額５,０００円

　購入から1年以内に全損→同等クラス新車提供

　２年目・3年目は同等クラス中古車

・BMW　Group保険センター（コールセンター）

・レジャー用レンタカー提供サービス

　割安な料金でレンタカーを提供

・BMWエマージェンシー・サービス

　万一の路上トラブルを24時間365日サポート

・BMW　SOSコール

　事故の際、自動（手動）でSOSコールセンターへ音声接続

　（24時間365日）（BMWコネクテッド・ドライブ装備車両のみ）

スズキ自販近畿取扱保険会社は　東京海上日動、損保 ヤナセ東大阪支店で面談し詳細を確認しましたがMS＆AD フォルクスワーゲン以外の車の保険契約に付帯する

ジャパン日本興和 がメインですがどうしても東海、損保ジャパンでしか契約 ②タイヤパンク損害補償は一部のフォルクスワーゲン

出来なければ、他店のヤナセ扱いで契約OKとの事。 正規ディーラーでは取り扱わないケースがあります。

備考

自動車メーカー別スモールリペアサービス一覧表（２／３）

サービス名称

対象車種

サービス利用可能回数

サービス内容



2020年11月19日

メーカー ランドローバージャパン アウディジャパン ボルボジャパン

担当支部 南大阪支部 堺支部 和泉支部

商品名・プラン ランドローバー自動車保険 オリジナル補償サービス Audi自動車保険プレミアム IntelliGuard10（インテリガード10）

ランドローバーのオリジナルサービス Audiプレミアムケア ①ウィンドースクリーン補償（フロントガラス）

自動車保険は各ディーラーが勧める損保ジャパン、 ②ウィンドースクリーン補償（リアガラス）

東京海上日動、三井住友海上から選ぶ ③キー補償　④タイヤ補償　⑤スモールリペア補償

（いたずら）⑥スモールリペア補償（落書き）

⑦レンタカー補償（スモールリペア補償利用時に適用）

⑧チャイルドシート補償　⑨愛犬アクセサリー補償　

⑩歩行者エアバッグ補償

サービス費用 無償 無料 無料

サービス条件 正規販売店を取扱代理店、ランドローバー車を被保険者 販売会社指定の自動車保険に加入 ボルボ正規代理店を取扱代理店とし、かつボルボ車を被保険自動車とした

として損保Ｊ、東海、三井住友の自動車保険に加入 損保Ｊ、東海、三井住友の自動車保険に加入

ランドローバー車 自普乗、自小乗、自軽四乗 ボルボ車

対象メーカー ランドローバー 全メーカー（特別補償はAudi車に限る） VOLVO

サービス期間 事故発生時にランドローバーで加入の自動車保険が有効 有効な保険期間かつ対象自動車に該当 事故発生時にボルボジャパンで加入の自動車保険が有効

事故発生日から30日以内の事故通知または入庫に限る

オリジナルサービスのご利用は保険期間中、 1年間（保険年度）に 1保険年度につきいずれかひとつを1回限度

保険年度ごとに上記補償のいずれか1回を限度とします。 Audi車は下記①～③のいずれかの損害に対し1回

Audi車以外は①の損害に対し１回

1.フロント・リアガラス補償 基本補償 ①ウィンドースクリーン補償（フロントガラス）

飛び石等のによるフロント・リアガラスへの損害を補償 ①タイヤパンク損害補償 ②ウィンドースクリーン補償（リアガラス）

支払限度額：90,000円 　・補償限度額5万円/自己負担額5千円 飛び石やいたずらなど偶然な事故によってガラス

（補償限度額：100,000円–自己負担額：10,000円） 　・タイヤ１本分の損害に限る　　 （フロント・リア）が損傷した場合に、ガラスの修理費用・交換費用を補償

2.ボディ補償 　・タイヤ単独損害に限り、ボディ(ホイール除く)と ※修理について、最大100,000円まで補償（自己負担10,000円）

落書きやいたずらによるボディへの損害を補償します。 　　タイヤが同時に損害を被った場合は対象外 ③キー補償

支払限度額：45,000円 　・Audi車は初度登録日から3年後の応当日の前日までに 付属されているキーが破損・盗難・紛失した場合にキーの修理費用・交換費用を補償

（補償限度額：50,000円 – 自己負担額：5,000円） 　　限る （ソフトウェアのインストール費用を含む） 

3.ホイール補償 　・対象自動車から取り外されたタイヤに生じた損害は ※修理について、最大30,000円まで補償（自己負担3,000円）

ホイールへの損害を補償します。 　　除く ④タイヤ補償　/　走行中の釘踏みやいたずら等、偶然な事故によってタイヤが

支払限度額：27,000円 特別補償（Audi車） パンクした場合にタイヤの修理費用・交換費用を補償

（補償限度額：30,000円 – 自己負担額：3,000円） ②飛び石等の飛来物によるフロントガラス損害補償 ※修理について、最大30,000円まで補償（自己負担3,000円）

4.タイヤ補償 　　補償限度額10万円/自己負担額1万円 ⑤スモールリペア補償（いたずら）/　

タイヤがパンクした際の損害を補償します。 ③ドアミラー損害補償 第三者によるいたずら行為によるボディの損害の修理費用を補償

支払限度額：27,000円 　　補償限度額5万円/自己負担額5千円 ※擦り傷その他物との接触や走行中に発生したと判断されるものやボディへの

（補償限度額：30,000円 – 自己負担額：3,000円） 　　落書き、いたずら、当て逃げは警察届出要 凹み、区別のつかない損傷は対象外

その他サービス ①～③ともAudi正規販売店に入庫・修理すること ⑥スモールリペア補償（落書き）/

・事故サポートデスク ・ロードアシストサービス 第三者による落書き行為によるボディの損害の修理費用を補償

　事故受付から事故・故障時のロードアシスタンスサービス手配 　レッカー牽引、バッテリー上がり、ガス欠、インロック等 ※落書きとは、コイン・釘・ペンキ・スプレー等で人為的に書かれた又は描かれたもの

　キャッシュレス対応 ※修理について、最大50,000円まで補償（自己負担5,000円）

　自動車保険レンタカー特約加入で代車にAudi車を利用可能 ※90シリーズの場合は最大100,000円まで修理費用を（自己負担5,000円）

⑦レンタカー補償/　

スモールリペアサービス入庫中に「最大3日・30,000円（1日・10,000円限度）」の

代車提供サービス（ボルボ車のみ）を受けることができる

⑧チャイルドシート補償/

衝突・接触によって損害が生じた場合に、車内に搭載しているボルボ純正

チャイルドシート生じた損害について修理費用または交換費用を補償

※修理について、最大50,000円まで補償（自己負担5,000円）

⑨愛犬アクセサリー補償　

衝突・接触によって車内に搭載しているボルボ純正ドックゲート・ラゲッジ

セパレーター・スチールガードネットに生じた損害の修理費用

・スチールガードネットに生じた損害について修理費用・交換費用を補償

※修理について最大50,000円まで補償（自己負担5,000円）

⑩歩行者エアバッグ補償/

衝突・接触によって対象自動車に搭載された歩行者エアバックが発動した場合に

歩行者エアバックおよびボンネットの修理費用・交換費用をア補償

※修理について、最大50,000円まで補償（自己負担5,000円）

リジナルサービスのご利用は保険期間中、 長期分割契約を勧められるが絶対ではない。 ※⑦⑧⑨利用の際、自動車保険を使用する場合、第三者からの補償がある場合

保険年度ごとに上記補償のいずれか1回を限度とします。 保険始期が2018年4月1日以降に提供 　は本サービスは対象外（免責分にも充当できない）

３保険会社ともAudi専用コールセンターあり ※⑧⑨事故時にはボルボ正規ディーラー側での販売履歴、購入者側での購入証明必要

※オリジナルサービスの修理はボルボ正規ディーラーで行うことが前提

※｢ボルボ自動車保険プラン｣加入前・解約後に発生した損害は対象外

備考

自動車メーカー別スモールリペアサービス一覧表（３／３）

サービス名称

対象車種

サービス利用可能回数

サービス内容


